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各都道府県・各政令市廃棄物行政主管部（局）長 殿

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長

産業廃棄物管理票に関する報告書及び電子マニフェストの普及について（通知）

今般、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令（平成18年
環境省令第23号。以下「改正省令」という ）を平成18年７月26日に公布したところであ。
り、この改正省令において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和46年厚生
省令第35号。以下「施行規則」という ）様式第３号を改正し、また、廃棄物の処理及び。
清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令（平成12年厚生省令第115号）を改正
したので通知する。なお、貴職におかれては、下記の事項に留意の上、その運用に遺漏な
きを期されたい。
なお、本通知は地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の４の規定に基づく技術的

な助言であることを申し添える。

記

第一 改正の趣旨
産業廃棄物管理票（以下「管理票」という ）については、排出事業者がその処理を委。

託した産業廃棄物の移動の状況、処理の状況等を自ら把握することにより、排出事業者に
対する責任を明確にするため、産業廃棄物の処理を他人に委託する場合には、廃棄物の処
理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号。以下「法」という ）第12条の３第１項。
に基づいて、排出事業者に管理票の交付を義務付けているところである。また、行政が産
業廃棄物の流れを管理票により把握することができるよう、法第12条の３第６項に基づい
て産業廃棄物管理票交付者は管理票に関する報告書を作成し、これを都道府県知事又は政

（ 「 」 。） 。 、令市長 以下 都道府県知事 という に提出することが義務とされている 本規定は
管理票の電子化が進捗すれば地方公共団体が排出事業者の委託状況を容易に把握すること
ができるため有効なものであるが、実際には管理票の電子化が進展せず、その適用を猶予



していたところである。
（ 「 」管理票の代わりに電子情報処理組織を使用した登録及び報告 以下 電子マニフェスト

という ）による場合は、法第12条の５に規定する電子情報処理組織を使用した法第13条。
の２第１項に規定する情報処理センター（以下「情報処理センター」という ）で情報が。
一括管理されるため、偽造がされにくく、不法投棄等の不適正処理の防止に資するもので
ある。このことから、電子マニフェストの普及は急務となっており、平成17年３月30日付
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知「電子マニフェストの普及
促進について」においても、その普及啓発について貴都道府県・政令市に対して協力を依
頼したところであるが 先般 内閣総理大臣を本部長とするＩＴ戦略本部で決定された Ｉ、 、 『
Ｔ新改革戦略 （平成18年１月19日決定）において、平成22年度には電子マニフェストの』
普及率を50％とする目標が設定され、政府全体として電子マニフェストを一層推進してい
くこととなった。
このような状況を踏まえ、情報処理センターにおけるシステムの改善を行ったところで

あり、目標達成に向け、関係者が協力して普及促進活動をいっそう強化し、もって不法投
棄等の不適正処理の防止に資する必要がある。
以上のように、電子マニフェストが急速に進展していくと見込まれることにかんがみ、

今般、管理票の報告に関する適用猶予期間を具体的に設定する改正を行うこととしたもの
である。
併せて、循環型社会の実現に向け、産業廃棄物に関する基礎的な統計データの精度を高

めることが求められていることにかんがみ、管理票に関する報告書の内容に排出量等必要
な項目を追加することとしたものである。

第二 改正の内容
１ 適用猶予措置について
適用猶予期間を平成20年４月１日までとする。これにより、産業廃棄物を排出する事業

者は、事業場ごとに、その年の６月30日までに、その年の３月31日以前の１年間（初年度
は平成20年６月30日までに、平成19年４月１日から平成20年３月31日までの１年間）にお
いて交付した産業廃棄物管理票の交付等の状況（産業廃棄物の種類及び排出量、管理票の
交付枚数等）に関し、様式第３号により報告書を作成し、当該事業場の所在地を管轄する
都道府県知事に提出することとする。
ただし、電子マニフェストを利用した場合にあっては、法第12条の５第８項の規定によ

り、情報処理センターが集計して都道府県知事に報告を行うため、事業者が自ら都道府県
知事に報告する必要はない。
このことを踏まえ、都道府県及び政令市においては、管下の事業者（排出者としての地

方公共団体を含む ）に対し、管理票に関する行政報告について、周知方お願いする。。

２ 報告書の取扱いについて
都道府県及び政令市においては、管下の報告書の内容を集計する等により、管下の循環

型社会形成に向けた計画や、法第５条の５に規定する都道府県廃棄物処理計画の立案等に
活用されたい。



なお、報告書の活用に当たり、排出量の記載に係る単位の誤り等、報告書の内容に著し
い不備がある場合においては、産業廃棄物管理票交付者に対して単位の確認を行う等、適
切な対応を図ることとされたい。

３ 様式について
施行規則様式第３号において、従来は産業廃棄物の種類、管理票の交付枚数、運搬受託

者の氏名又は名称、運搬受託者の許可番号、運搬先の住所、処分受託者の氏名又は名称、
処分受託者の許可番号及び処分場所の住所を記載することとしていたところであるが、こ
れらに加え、当該事業者の業種及び排出量の項目を追加することとする。
この際、記入に当たっては以下に留意されたいこと。

（１）業種
日本標準産業分類における事業区分（中分類）に準拠することとする（別添１参照 。）

（２）産業廃棄物の種類
法第２条第４項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和46年政令第300号）

第２条及び第２条の４の区分に準拠することとする。
ただし、電気製品が廃棄物になったもの等、やむを得ず複数の種類の産業廃棄物が混合

している場合にあっては、混合廃棄物として取り扱うことも可能であることとする（別添
２準拠のこと 。）

（３）排出量
単位には「トン」を用いて記載することとする。実際に委託した産業廃棄物の具体的な

トン数を記載することを基本とするが、それが困難な場合にあっては、廃棄物の種類ごと
に立方メートルとトンの換算例（参考値）を別添２に整理しているので、これを参考に記
入することも可とする。なお、この換算表はあくまでマクロ的な重量を把握するための参
考値という性格のものであることに留意されたい。
また、電子マニフェストを使用する場合であって、トン数での報告でない場合にあって

は、情報処理センターにおいて別添２の換算表に基づき換算するという取扱いとすること
にする。

（４）石綿含有産業廃棄物
収集運搬又は処分を委託した産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合はその旨

を記載するとともに、各事項について石綿含有産業廃棄物が含まれていることを明らかに
することとする。

４ その他の行政報告の電子化について
電子マニフェストを利用しない事業者の行政報告、多量排出事業者の実績報告（法第12

条第８項 、地方公共団体独自で実施している報告の徴収（地方分権改革の際に廃止され）
た旧施行規則第14条に相当するもの）についても、報告者及び地方公共団体の負担を可能
な限り軽減する観点から、様式の全国統一化及び電子化について地方公共団体等の関係者



も交えて検討しているところである。

第三 電子マニフェストの普及について
環境省としては不法投棄及び不適正処理の未然防止に資するべく 「ＩＴ新改革戦略」、

の目標を達成できるよう電子マニフェストの使用を排出事業者、産業廃棄物処理事業者に
強力に働きかけているところである。貴都道府県及び政令市におかれても、下記に示すよ
うな利点を紹介しつつ、貴管下の排出事業者、処理業者及び地方公共団体に対し、電子マ
ニフェストの加入促進について、説明会を開催する等により、特に④の観点から本年度中
の加入を勧めるなどその普及促進を図られたい。
また、地方公共団体や関連団体が排出する産業廃棄物に関しても、率先して電子マニフ

ェスト導入に取り組まれるよう、特に普及啓発に努められたい。

【 電子マニフェスト導入の利点 】
①事務の効率化
・パソコンや携帯電話から簡単に登録・報告が可能
・排出事業者による管理票の保存が不要
・廃棄物の処理状況の確認が容易
・管理票データの加工が容易
・事務効率化による人件費の削減

②法令の遵守
・管理票の誤記・記載漏れを防止
・排出事業者が処理委託した廃棄物の処理終了確認期限を自動的に通知し、確認漏れ
を防止

③データの透明性
・管理票の偽造を防止
・管理票情報を第三者である情報処理センターが管理・保存

④管理票交付状況の行政報告
・電子マニフェスト利用分は、情報センターが報告するため排出事業者の報告が不要




